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議
案
第
七
十
四
号

三
朝
町
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
'
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
)
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
'
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

､
平
成
元
年
六
月
二
十
日
　
､
,

三
朝
町
長

安

　

　

田

　

　

其

　

～

　

郎

平
寧
蔓
六
月
弐
給
養
日
　
原
寮
可
決

三
朝
町
畿
各
級
長
安
井
由
符



三
朝
町
条
例
第
　
　
　
号

三
朝
町
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
印
鑑
条
例
(
昭
和
五
十
年
三
朝
町
条
例
第
二
十
九
号
)
の
蒜
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
六
粂
(
見
出
し
を
含
む
)
及
び
第
十
集
中
｢
印
鑑
登
録
票
｣
を
｢
印
鑑
登
録
原
票
｣
に
改
め
る
｡

第
十
三
条
第
毒
中
r
印
鑑
の
登
録
を
受
け
て
い
る
著
し
を
r
印
鑑
の
登
録
を
受
-
ナ
て
い
る
音
叉
は
そ
の
代
理
人
｣

に
改
め
,
同
条
第
二
項
申
r
複
写
撃
を
r
P
子
計
井
横
又
は
複
写
機
1
に
､
r
印
鑑
登
録
票
｣
を
r
印
鑑
登
録
原

票
j
　
に
改
め
る
｡
′

第
十
五
集
中
｢
印
鑑
登
録
票
1
を
｢
印
鑑
登
録
原
票
｣
に
改
め
る
｡

附

　

則

こ
め
条
例
は
'
平
成
元
年
七
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
｡

こ
の
条
例
施
行
の
蘇
警
霊
前
の
三
朝
町
印
鑑
条
例
の
規
定
に
-
き
行
わ
れ
た
印
慧
畳
賢
は
証
明
は
､

改
正
後
の
三
朝
町
印
鑑
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
,
登
録
又
は
証
明
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
｡
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